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令和７年第５回　魚津市教育委員会会議録 
 

１　開催日時及び場所 

令和７年６月９日（月）　　場所　第一分庁舎会議室 

午後４時00分～午後４時30分　 

 

２　出欠について 

教育長　　山　瀬　　　敬 

１　番　　伊　東　潤一郎 

２　番　　山　浦　春　美 

３　番　　片　山　さゆり 

４　番　  松　本　修　治 

 

３　出席職員 

　　　　　　 

４　傍聴人　なし 

 

５　会議の要旨 

午後４時　　　山瀬教育長が開会を宣言する。 

（１）会議録署名委員の指名について 

　　　２番　山浦委員を指名した。 

 

（２）前回会議録の承認 

全員異議なく承認した。 

 

（３）議案 

 

（４）報告事項 

 

 事 務 局 長 

教 育 総 務 課 長 

こ ど も 課 長 

図 書 館 長 

埋 没 林 博 物 館 長 

学 校 教 育 係 長 

文化財保護係長

田　中　明　子 

村　﨑　　　博 

前　田　久　則 

小　林　幹　子 

石　須　秀　知 

山　岡　耕太郎 

塩  田　明　弘

教育委員会参事 

生涯学習・スポーツ課長 

学校給食センター所長 

水 族 館 博 物 館 長 

総 務 係 長 

生涯学習・文化係長 

ス ポ ー ツ 係 長

入　井　孝　幸

山 本 浩 司 

井 川 勇 

清 水 悟 史 

前 屋 さ お り

布　野　 久美子 

廣　川　 哲　也

 議案第23号 魚津市教育振興基本計画策定庁内会議設置要綱の制定について 

　前屋総務係長から説明し、全員異議なく可決した。

 (1) 令和７年度６月補正予算について
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（５）その他 

①国・県への令和８年度重点事業要望について 

 

議　案 

【魚津市教育振興基本計画策定庁内会議設置要綱の制定について】 

 

 

 

 

 

 

議事が終了したので教育長が閉会を宣した。 
 

 伊東委員 

 

 

村崎課長 

 

 

 

 

伊東委員 

 

村崎課長 

 

 

伊東委員 

村崎課長 

 

 

 

伊東委員 

村崎課長

第1期・第2期の計画を策定するときも、庁内会議は開催していると思います

が、今回第3期になって設置要綱がを行う理由、要綱を設けることによって、今

までと何が違うのか少し説明いただけますか。 

今までの庁内会議のイメージとしましては、ワーキンググループ的な形で、担

当者と、担当課長が集まり、教育振興基本計画策定委員会の資料を、おそらく議

論していたのだと思いますが、今回、改めて、教育長をトップとする庁内会議

を、設けることにより、位置付けを明確化するということ、策定や議論の経過、

協議内容を残していくことととし、組織として位置づけることとしています。 

要綱により、会議を設置すると、無期限で設置した状態になるということです

か。 

教育振興基本計画策定委員会設置要綱も形としては無期限となっています。実

際は、委員は役職で規定されているため、次回策定する際にはメンバーは変更に

なっていると思われます。 

無期限だが、実際に活動するのは５年に１度ということですか。 

魚津市教育振興基本計画策定庁内会議設置要綱第２条第２号に、会議の所掌事

務として、施策の実施及び推進に関することと規定しており、振り返りの部分も

視野に入れてまいりたいと考えております。他部署の所管計画策定においても、

庁内会議を要綱で設置ており、市として統一化を図ったという形です。 

設置する会議の議事録は、ホームページなどで公開するのですか。 

市職員のみで構成する内部組織であり、議事録公開の予定はしておりません

が、ここで議論された内容が、さらに上位の魚津市教育振興基本計画策定委員会

の資料に繋がることになります。


